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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の傷病名等に対する含糖酸化鉄注射液（フェジン静注）の算定は、原

則として認められない。 

 ⑴ 腎性貧血 

 ⑵ 慢性透析患者 

 ⑶ 貧血 

 

○ 取扱いの根拠 

 含糖酸化鉄注射液（フェジン静注）の添付文書の効能・効果は「鉄欠乏

性貧血」であり、鉄欠乏が貧血の原因となっている場合のみ適応となる。 

 腎性貧血の主因は、内因性エリスロポエチンの産生低下によるものであ

り、鉄欠乏によるものではない。 

 また、慢性透析患者、貧血のみの傷病名では、鉄分補充の必要性は認め

られない。 

 以上のことから、腎性貧血、慢性透析患者、貧血に対する含糖酸化鉄注

射液（フェジン静注）の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


